
新潟県ＩＣＴ推進協議会 ＩＣＴ活用地域支援事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 新潟県ＩＣＴ推進協議会（以下「協議会」という。）は、ＩＣＴがもたらす

利便性を享受できるよう、協議会会員が産学官連携してＩＣＴを活用した地域づく

りに向けた取組を行う場合に、予算の範囲内における当該一般会員へ助成金の交付

を実施するものとし、その交付に関しては、この要領の定めるところによる。 

２ 本実施要領は新潟県ＩＣＴ推進協議会事業実施要領に基づき定める。 

 

（交付の基準） 

第２条 助成事業は地域の情報化推進に寄与するものでなければならない。 

２ この助成金は、別表に定めるところにより交付するものとする。 

３ 助成金の交付決定に当たっては、別紙評価基準並びにこれに準ずる評価すべき要

素に基づき審査し、事前に協議会企画運営会議の承認を得なければならない。 

４ 助成事業の事業期間は、２事業年度とすることができる。 

 

（交付の条件） 

第３条 この助成金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。 

（１）助成事業を中止し、又は廃止する場合には、協議会会長の承認を受けること。 

（２）助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となっ

た場合には、速やかに協議会会長に報告してその指示を受けること。 

（３）助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書

類を５年間保管しておかなければならないこと。 

（４）助成事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。 

（５）助成金交付決定の通知を受けた後において、経費の内訳が変更となるなど助成

事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合は、あらかじめ

協議会会長の承認を受けること。 

（６）助成事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産」という。）

については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

（７）助成事業完了日から起算して３年を経過する日以前に、取得財産を事業計画の

目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、売却又は担保供与使用とする場合は、

あらかじめ協議会会長の承認を受けなければならない。 

（８）助成を受けた者は、助成事業完了日の属する年度の翌年度に開催する報告会等

において、その成果を報告しなければならない 

 

（提案募集） 

第４条 事業の提案募集の一次申込書は別記第１号様式、二次申込書は別記第２号様

式のとおりとする。 

２ 前項の申請書の提出期限は、毎年度協議会会長が定める。 



 

（交付申請書） 

第５条 助成金交付申請書は、別記第３号様式のとおりとする。 

２ 前項の申請書の提出期限は、毎年度協議会会長が定める。 

 

（事業の中止又は廃止の承認申請） 

第６条 第３条第１号の規定により協議会事務局長の承認を受けようとする場合に

は、別記第４号様式による事業中止（廃止）承認申請書を協議会会長に提出しなけ

ればならない。 

 

（事業が予定期間内に完了しない場合等の報告及び取扱い） 

第７条 第３条第２号の規定により協議会会長の指示を求める場合には、別記第５号

様式による事故報告書を速やかに協議会会長に提出しなければならない。 

２ 協議会会長は、前項の規定により提出された事故報告書を精査し、報告内容に応

じて取扱いを決定する。ただし、この取扱いについては、次の各号に掲げる事項と

する。 

（１） 翌年度の当該事業の応募はできないものとする。 

（２） 翌年度当初に開催される第 1 回企画運営会議に出席し、現状報告しなければ     

ならない。 

（３） 翌年度に開催する報告会等において、現状報告しなければならない。 

（４） その他 

３ 前項で行う取扱いの決定については、事前に企画運営会議の決議をとらなければ

ならない。 

 

（変更の承認申請） 

第８条 第３条第５号の規定により協議会会長の承認を受けようとする場合には、別

記第６号様式による事業変更承認申請書を協議会会長に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第９条 協議会会長が必要と認めて指示した場合には、別記第７号様式による状況報

告書を協議会会長に提出しなければならない。 

２ 事業期間が２事業年度となる場合は、別記第８号様式による中間報告書を提出し

なければならない。 

３ 中間報告書の提出の時期は、助成金の交付決定を受けた日の属する年度の２月末

日とする。 

４ 協議会会長は、提出された中間報告書を精査し、必要に応じて意見を求めること

ができる。 

 

 



（実績報告書及び額の確定） 

第 10条 実績報告書は、別記第９号様式のとおりとする。 

２ 実績報告書の提出の時期は、助成事業完了日から起算して 20 日を経過した日又

は助成事業完了日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までとする。 

３ 協議会会長は、提出された実績報告書を精査し、助成金の額を確定する。 

 

（助成金の支払） 

第 11条 助成金は、額の確定後に支払うものとする。 

２ 確定後の支払いによっては事業の遂行に支障をきたす場合に限り、概算払いによ

ることができる。 

３ 代表団体は、第１項の規定による助成金の支払いを受けようとする場合は別記第

10 号様式による助成金請求書を、第２項による助成金の支払いを受けようとする

場合は別記第 11 号様式による助成金概算払請求書を、別に定める日までに協議会

会長に提出しなければならない。 

４ 第２項により助成金の概算払いを受けた代表団体は、第９条の規定による実績報

告書を提出し、助成金の額の確定を受けた後、速やかに事業費の精算を行わなけれ

ばならない。 

 

（交付決定の取り消し等） 

第 12 条 協議会会長は、第６条の規定により助成事業の中止又は廃止の申請があっ

た場合及び次に掲げる場合には、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、

又はその内容を変更することができる。 

（１）協議会会員が、この要領又はこれらに基づく協議会会長の処分若しくは指示に

違反した場合 

（２）協議会会員が助成金を助成事業以外の用途に使用した場合 

（３）協議会会員が助成事業に関して、不正、怠慢その他不適当な行為をした場合 

（４）助成金の交付決定後に生じた事情の変更等により、助成事業の全部又は一部を

継続する必要がなくなった場合 

 

（取得財産の処分） 

第 13 条 第３条第７号の規定により協議会会長の承認を受けようとする場合には、

別記第 12 号様式による財産処分の承認申請書を協議会会長に提出しなければなら

ない。 

 

（書類の提出部数） 

第 14条 この要領の規定により協議会会長に提出する書類は、正本１部とする。 

 

 

 



（委任） 

第 15 条 本要領に掲げる協議会会長による報告の受領、承認等については、協議会

事務局長に委任することができる。 

２ この要領に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、協議会事務局

長が別に定める。 

 

付則 この要領は、令和３年５月 19日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

助成事業 助成対象経費（※１） 助成上限額 

産学官の協議会会員を含

む共同体が行うＩＣＴを活

用した実証実験で、次の各

号のいずれかに該当するも

の。 

 

（１）ブロードバンドネッ

トワーク等の基盤整

備または利用促進に

関するモデル事業 

 

（２）県内自治体の情報化

に寄与するモデル事

業 

 

（３）その他地域の抱える

情報化に係る課題解

決に寄与するもの

で、協議会企画運営

会議において承認さ

れたもの 

１ 使用料及び賃借料（機

材リース料等） 

 

２ 開発費（開発に関わる

人件費等） 

 

３ 備品購入費（リースで

対応できない場合に必

要な物品の購入等） 

 

４ 委託料（事業の一部を

他団体へ委託する場合） 

 

５ 役務費（事業で必要な

通信回線の利用料等） 

 

６ 事務的経費（※２）（消

耗品費や当該事業に従

事する者の賃金等） 

 

７ その他協議会が必要

と認める経費 

 

 

 

1,250,000円 

※遅延変動率（ただし、感染症・災害

等の申請者の落ち度によらない理由に

よる事業の遅延はこの限りではない。） 

 

１ 当該助成事業完了日の属する年度

の 2 月末日までに事業が完了した場

合、助成交付決定額の１０／１０ 

 

２ 当該助成事業完了日の属する年度

の 3 月 1 日から 3 月を経過する日ま

でに事業が完了した場合、助成交付

決定額の３／４交付 

 

３ 当該助成事業完了日の属する年度

の 3 月 1日から 3 月を超え 6 月を経

過する日までに事業が完了した場

合、助成交付決定額の１／２交付 

 

４ 当該助成事業完了日の属する年度

の 3 月 1日から 6 月を超え 9 月を経

過する日までに事業が完了した場

合、助成交付決定額の１／４交付 

 

５ 当該助成事業完了日の属する年度

の 3 月 1 日から 9 月を超えても事業

が完了しない場合、助成交付決定額

の交付なし 

 

※１ 打合せ等にかかる旅費や会場費、電話連絡等の通信費、チラシ等の広報費は助成対象外 

※２ 事務的経費は、全体事業費の３分の１を超えてはならない。 



別紙 

 

評価基準 

評価項目 評価の着眼点 配点 

評価基準 

a)目的 提案目的の妥当性 10 

b)地域適合性 

地域の現状や課題の把握度合い 10 

地域の情報化に係る課題解決への寄与度 15 

他地域への波及効果の高さ 15 

c)実現可能性 実用化への可能性 20 

d)新規性 事業又は技術の新規性への取り組み 20 

e)事業予算 事業予算の妥当性 10 

 計 100 

 

 


